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○相模原市立市民会館条例施行規則 

昭和４０年１０月９日 

規則第５１号 

改正 昭和４１年３月３１日規則第２３号 

昭和４１年６月１４日規則第２８号 

昭和４２年４月１日規則第１６号 

昭和４３年４月２５日規則第３３号 

昭和４３年９月２５日規則第４３号 

昭和４４年３月２９日規則第９号 

昭和４４年６月３０日規則第３４号 

昭和４５年９月２９日規則第３８号 

昭和４５年１２月２１日規則第４５号 

昭和４６年８月１８日規則第３９号 

昭和４９年３月１２日規則第４号 

昭和５０年３月２７日規則第４号 

昭和５１年４月１日規則第２６号 

昭和５１年９月３０日規則第４４号 

昭和５３年３月２７日規則第７号 

昭和５５年２月２６日規則第５号 

昭和５５年９月１２日規則第５５号 

昭和５７年３月２７日規則第１２号 

昭和５８年４月２０日規則第２６号 

昭和５９年３月２８日規則第８号 

昭和６０年３月２５日規則第７号 

昭和６１年３月３１日規則第１９号 

昭和６１年１０月１日規則第５３号 

平成２年２月２０日規則第６号 

平成４年８月１５日規則第３５号 

平成８年１２月１９日規則第５５号 
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平成１０年３月２６日規則第１０号 

平成１２年１月１４日規則第３号 

平成１２年１０月１日規則第１１２号 

平成１３年３月３０日規則第４７号 

平成１３年１２月２５日規則第８６号 

平成１４年３月２７日規則第１８号 

平成１４年１２月２４日規則第８１号 

平成１５年３月１４日規則第２７号 

平成１７年６月３０日規則第５６号 

平成１８年２月１日規則第５号 

平成２３年４月１日規則第４０号 

平成２５年１２月１３日規則第１０２号 

平成２６年９月２６日規則第８４号 

(趣旨) 

第１条 この規則は、相模原市立市民会館条例(昭和４０年相模原市条例第２６号。

以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。 

(利用申請受付時間) 

第２条 市民会館(以下「会館」という。)の利用に係る申請の受付時間は、開館日

の午前８時３０分から午後６時までとする。ただし、利用当日における利用の承

認を受けた時間(以下「承認時間」という。)の延長及び附属設備、器具等の追加

利用等に係る受付にあつては、この限りでない。 

２ 前項本文の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、会館の利用

に係る申請の受付時間を延長することができる。 

(全部改正〔平成１７年規則５６号〕、一部改正〔平成１８年規則５号〕) 

(利用承認申請手続) 

第３条 条例第５条第１項の規定により会館の利用の承認を受けようとする者(承

認された事項の変更をしようとする者を除く。以下「利用申請者」という。)は、

相模原市民会館にあつては相模原市民会館利用承認申請書を、相模原南市民ホー

ルにあつては相模原南市民ホール利用承認申請書を指定管理者に提出しなければ
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ならない。 

２ 指定管理者は、前項の場合において必要があると認めるときは、利用申請者に

必要な書類の提出を求めることができる。 

３ 相模原市民会館利用承認申請書又は相模原南市民ホール利用承認申請書(以下

「利用承認申請書」という。)は、相模原市民会館にあつては別表第１に、相模原

南市民ホールにあつては別表第２に定める受付期間内に提出しなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定

する受付期間外においても利用承認申請書を提出することができる。 

（１） 市が主催する行事等のために利用するとき。 

（２） 指定管理者が条例第２１条の規定により行う同条第７号の事業のために

利用するとき。 

（３） 公益財団法人相模原市民文化財団が主催し、又は共催する芸術文化事業

で利用するとき。 

（４） 国際的な催し等で利用する場合で、前項に規定する受付期間前に利用の

申請をしなければその開催に支障があると指定管理者が認めたとき。 

（５） 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が、公用又は公共のためその他

の理由により特に必要があると認め、市長の承認を得たとき。 

（６） 会館の運営上支障がないと指定管理者が認めるとき(前項に規定する受付

期間後に限る。)。 

(一部改正〔昭和４９年規則４号・５０年４号・５１年２６号・４４号・５

７年１２号・平成２年６号・８年５５号・１０年１０号・１２年３号・１

３年４７号・８６号・１７年５６号・２３年４０号・２５年１０２号・２

６年８４号〕) 

(利用承認等) 

第４条 指定管理者は、前条の規定による利用承認申請書の提出があつた場合にお

いて、その利用を、承認するときは／相模原市民会館／相模原南市民ホール／利

用承認通知書(以下「利用承認通知書」という。)により、承認しないときはその

旨を利用申請者に通知するものとする。 

２ 前項の規定による利用の承認は、申請の順序に従つて行い、申請が同時の場合
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は、協議又は抽選によりこれを決定するものとする。ただし、指定管理者が、公

用又は公共のためその他の理由により特に必要があると認め、市長の承認を得た

ときは、この限りでない。 

３ 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用承認通知

書を係員に提示し、指示を受けなければならない。 

(一部改正〔昭和５７年規則１２号・平成８年５５号・１０年１０号・１２

年３号・１３年４７号・１４年８１号・１７年５６号・２５年１０２号・

２６年８４号〕) 

(利用料金の後納) 

第５条 条例第６条第４項ただし書の規定により利用料金を後納とすることができ

る場合は、国又は地方公共団体が利用する場合その他指定管理者が特に必要があ

ると認める場合とする。この場合において、利用者は、指定管理者が指定する期

限までに利用料金を納付しなければならない。 

(追加〔平成１４年規則１８号〕、一部改正〔平成１４年規則１８号・１７

年５６号・２６年８４号〕) 

(特別な設備等の承認申請手続) 

第６条 条例第１１条の規定により特別な設備等の承認を受けようとする利用者は、

／相模原市民会館／相模原南市民ホール／特別設備等承認申請書(以下「特別設備

等承認申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による特別設備等承認申請書の提出があつた場合に

おいて、その特別な設備等を、承認するときは／相模原市民会館／相模原南市民

ホール／特別設備等承認通知書により、承認しないときはその旨を利用者に通知

するものとする。 

(全部改正〔平成１７年規則５６号〕、一部改正〔平成２６年規則８４号〕) 

(販売行為等許可申請手続) 

第７条 条例第１３条ただし書の規定により販売行為等の許可を受けようとする者

は、／相模原市民会館／相模原南市民ホール／販売行為等許可申請書(以下「販売

行為等許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による販売行為等許可申請書の提出があつた場合に
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おいて、その販売行為等を、許可するときは／相模原市民会館／相模原南市民ホ

ール／販売行為等許可通知書により、許可しないときはその旨を申請者に通知す

るものとする。 

(追加〔平成１２年規則３号〕、一部改正〔平成１３年規則４７号・１４年

１８号・１７年５６号・２６年８４号〕) 

(利用の取消し及び承認事項変更の手続) 

第８条 利用者は、会館の利用の取消し(利用日、利用施設又は承認時間を変更する

場合における従前の利用日、利用施設又は承認時間の全部又は一部の取消しを含

む。以下同じ。)又は承認された事項の変更(承認時間の延長及び繰上げを除く。

以下「承認事項変更」という。)をしようとするときは、／相模原市民会館／相模

原南市民ホール／利用承認取消(変更)申請書(以下「利用承認取消(変更)申請書」

という。)に利用承認通知書その他関係書類を添えて、指定管理者に提出しなけれ

ばならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による利用承認取消(変更)申請書の提出があつた場

合において、利用の取消し又は承認事項変更を、承認するときは／相模原市民会

館／相模原南市民ホール／利用承認取消(変更)決定通知書(以下「利用承認取消

(変更)決定通知書」という。)により、承認しないときはその旨を利用者に通知す

るものとする。この場合において、利用者は、承認事項変更の承認により既に納

付した利用料金(以下「既納利用料金」という。)に不足を生じたときは、指定管

理者に当該不足分を直ちに納付しなければならない。 

(全部改正〔平成１２年規則３号〕、一部改正〔平成１３年規則４７号・８

６号・１４年１８号・８１号・１７年５６号・２６年８４号〕) 

(承認時間) 

第９条 承認時間には、準備及び後始末に要する時間を含むものとする。 

(全部改正〔平成１２年規則３号〕、一部改正〔平成１７年規則５６号・２

６年８４号〕) 

(承認時間の延長等) 

第１０条 利用者は、やむを得ず承認時間を延長し、又は繰上げして利用しようと

するときは、承認時間終了又は承認時間開始の１時間前(午前９時からの利用に係
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る繰上げにあつては、３０分前)までに、／相模原市民会館／相模原南市民ホール

／承認時間延長等承認申請書(以下「承認時間延長等申請書」という。)に利用承

認通知書及び承認事項変更の承認を受けている場合は、利用承認取消(変更)決定

通知書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。 

２ 指定管理者は、前項の規定による承認時間延長等申請書の提出があつた場合に

おいて、承認時間の延長又は繰上げを、承認するときは／相模原市民会館／相模

原南市民ホール／承認時間延長等承認通知書により、承認しないときはその旨を

利用者に通知するものとする。この場合において、承認時間の延長又は繰上げの

承認を受けた利用者は、指定管理者に当該延長又は繰上げの時間に係る利用料金

を直ちに納付しなければならない。 

３ 承認時間の延長及び繰上げは、１時間を限度とする。ただし、午後１０時後の

承認時間の延長にあつては、この限りでない。 

(全部改正〔平成１２年規則３号〕、一部改正〔平成１３年規則４７号・８

６号・１４年１８号・８１号・１７年５６号・２６年８４号〕) 

(舞台技術の援助) 

第１１条 指定管理者は、市民又は市内の学校、保育所、文化事業団体等がホール

で発表会その他催しを行う場合で、指定管理者が適当と認めるものについては、

その催しに関する照明その他に関する技術的な援助をすることができる。 

(一部改正〔昭和５７年規則１２号・平成１２年３号・１７年５６号・２６

年８４号〕) 

(利用料金の減免) 

第１２条 条例第６条第３項の規定による利用料金の減額又は免除は、入場料その

他これに類する料金を徴収しない場合であつて、次の各号に掲げるときに、当該

各号に定める率により行う。 

（１） 指定管理者が条例第２１条の規定により行う同条第７号の事業のために

利用するとき。 １００パーセント 

（２） 指定管理者が特に必要があると認めた場合で市長の承認を得たとき。 市

長の承認を得て指定管理者が定める率 

２ 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする利用者は、指定管
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理者が別に定める方法により、指定管理者に減額又は免除の申請をするものとす

る。 

(一部改正〔昭和５０年規則４号・５７年１２号・平成２年６号・８年５５

号・１０年１０号・１２年３号・１３年４７号・１４年１８号・８１号・

１５年２７号・１７年５６号・２６年８４号〕) 

(利用料金の還付) 

第１３条 条例第７条ただし書の規定による既納利用料金の還付は、次の各号に掲

げる場合に、当該各号に定める率により行う。 

（１） 災害その他利用者の責めによらない理由により利用することができなく

なつたとき。 既納利用料金の１００パーセント 

（２） 利用日の１８０日前までに相模原市民会館又は相模原南市民ホールのホ

ールの利用の取消しを申請し、指定管理者の承認を得たとき。 既納利用料金

の８０パーセント 

（３） 利用日の６０日前までに相模原市民会館又は相模原南市民ホールのホー

ルの利用の取消しを申請し、指定管理者の承認を得たとき。 既納利用料金の

５０パーセント 

（４） 利用日の３０日前までに相模原市民会館の会議室等の利用の取消しを申

請し、指定管理者の承認を得たとき。 既納利用料金の８０パーセント 

（５） 利用日の７日前までに相模原市民会館の会議室等の利用の取消しを申請

し、指定管理者の承認を得たとき。 既納利用料金の５０パーセント 

（６） 附属設備、器具等の利用の取消しを申請し、指定管理者の承認を得たと

き。 利用料金の１００パーセント 

（７） 利用の変更の承認(相模原市民会館のホールの客席数変更(ホールを仕切

つて８００席未満にすることをいう。)の承認にあつては、利用日の７日前まで

に申請があつたものに限る。)により、既納利用料金が過納となつたとき。 既

納利用料金のうちの過納額の１００パーセント 

（８） 指定管理者が特に必要があると認めた場合で市長の承認を得たとき。 市

長の承認を得て指定管理者が定める率 

２ 前項第２号から第５号まで及び第７号に規定する期限の末日が、休館日に当た
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るときは、その直後の開館日を当該期限の末日とする。 

３ 第１項の規定により既納利用料金の還付を受けようとする利用者は、指定管理

者が別に定める方法により、指定管理者に還付の申請をするものとする。 

(一部改正〔昭和５７年規則１２号・平成８年５５号・１０年１０号・１２

年３号・１３年４７号・１４年１８号・１７年５６号〕) 

(利用の打合せ等) 

第１４条 利用者は、会館の利用について、事前に係員と利用方法その他必要な事

項を打ち合わせなければならない。 

２ 利用者は、指定管理者から関係資料の提出を求められたときは、これを提出し

なければならない。 

(一部改正〔昭和５７年規則１２号・平成１０年１０号・１３年４７号・１

４年１８号・１７年５６号・２６年８４号〕) 

(整理員の配置) 

第１５条 利用者は、会館の利用に当たり、会館内外の秩序保持のため必要な整理

員を置かなければならない。 

(一部改正〔平成１０年規則１０号・１４年１８号・８１号・１７年５６号〕) 

(遵守事項) 

第１６条 利用者(利用目的に応じて入館した者を含む。)は、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。 

（１） 定員を超えて入場させないこと(利用者に限る。)。 

（２） 承認された以外の施設、附属設備、器具等を利用しないこと。 

（３） 許可なく建物等にはり紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。 

（４） 会館の器具等を会館外に持ち出さないこと。 

（５） 許可なく火気を使用しないこと。 

（６） 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物(身体障害者が利用する場合に

おいて同伴する身体障害者補助犬法(平成１４年法律第４９号)第２条第１項に

規定する身体障害者補助犬(同法第１２条第１項に規定する表示をしたものに

限る。)を除く。)を持ち込まないこと。 

（７） 許可なく所定の場所以外の場所で、飲食し、又は喫煙をしないこと。 
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（８） 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為を

しないこと。 

（９） その他係員の指示に従うこと。 

(一部改正〔昭和５７年規則１２号・平成１０年１０号・１２年３号・１３

年４７号・１４年１８号・８１号・１７年５６号・２６年８４号〕) 

(職務上の立入) 

第１７条 指定管理者は、会館の管理上必要と認めたときは、係員を利用の承認を

している施設又は附属設備に立ち入らせることができる。この場合において、利

用者は、当該係員の立入りを拒むことができない。 

(全部改正〔平成１３年規則４７号〕、一部改正〔平成１４年規則１８号・

１７年５６号〕) 

(損傷等の届出) 

第１８条 利用者は、会館の施設、附属設備、器具等を損傷し、又は滅失させたと

きは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。 

(全部改正〔平成１３年規則４７号〕、一部改正〔平成１４年規則１８号・

１７年５６号〕) 

(利用後の点検) 

第１９条 利用者は、会館及び附属設備の利用を終了したときは、直ちに係員にそ

の旨を告げ、点検を受けなければならない。 

(一部改正〔平成１０年規則１０号・１２年３号・１４年１８号・１７年５

６号〕) 

(様式) 

第２０条 この規則の規定により使用する書類の様式は、別に定める。 

(追加〔平成２６年規則８４号〕) 

(委任) 

第２１条 この規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、別に

定める。 

(一部改正〔昭和５０年規則４号・５８年２６号・６１年１９号・平成８年

５５号・１０年１０号・１２年３号・１４年１８号・８１号・１７年５６
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号・２６年８４号〕) 

附 則 

この規則は、昭和４０年１１月２１日から施行する。ただし、第４条から第１６

条までの規定は、昭和４０年１０月１０日から施行する。 

附 則(昭和４１年３月３１日規則第２３号) 

１ この規則は、昭和４１年４月１日から施行する。 

２ 改正前の規定によつて定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残

存する間、所要の修正をして使用することができる。 

附 則(昭和４１年６月１４日規則第２８号) 

この規則は、昭和４１年６月１５日から施行する。 

附 則(昭和４２年４月１日規則第１６号) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則施行日以後に市民会館の使用をする者のうちで、改正前の規定により

使用料(減免措置を含む。以下同じ。)の決定を受けているものは、使用前に限り、

申請により当該使用料について、改正後の規定の適用を受けることができる。 

３ 改正前の規定によつて定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残

存する間、所要の修正をし、使用することができる。 

附 則(昭和４３年４月２５日規則第３３号) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正前の規定によつて定められた様式の用紙で現に残存するものについては、

所要の修正をし、使用することができる。 

附 則(昭和４３年９月２５日規則第４３号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和４４年３月２９日規則第９号) 

この規則は、昭和４４年４月１日から施行する。 

附 則(昭和４４年６月３０日規則第３４号) 

この規則は、昭和４４年７月１日から施行する。ただし、別表第１に係る改正規

定は、昭和４４年９月１日から施行する。 

附 則(昭和４５年９月２９日規則第３８号) 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和４５年１２月２１日規則第４５号) 

この規則は、昭和４６年１月１日から施行する。 

附 則(昭和４６年８月１８日規則第３９号) 

この規則は、昭和４６年９月１日から施行する。 

附 則(昭和４９年３月１２日規則第４号) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の相模原市立市民会館条例施行規則第４条第３項の規定

は、この規則施行の日以後の申請から適用する。 

附 則(昭和５０年３月２７日規則第４号) 

１ この規則は、昭和５０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の相模原市立市民会館条例施行規則の規定による会議室に係る会館の使

用許可申請手続きについては、この規則施行の日前においても行なうことができ

る。 

３ この規則の公布の日の前日までに、改正前の相模原市立市民会館条例施行規則

の規定により行なわれたこの規則の施行の日以後の会議室に係る会館の使用許可

申請手続については、改正後の相模原市立市民会館条例施行規則の相当規定によ

り行なわれたものとみなす。 

附 則(昭和５１年４月１日規則第２６号) 

改正 昭和５１年９月３０日規則第４４号 

１ この規則は、昭和５１年１０月１日から施行する。ただし、別表第１の改正規

定は、昭和５２年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の相模原市立市民会館条例施行規則別表第１の規定の適

用については、昭和５２年４月１日から昭和５２年８月３１日までの間に限り、

同表中「 

ホール、会議室、講習室、楽屋及び浴室の使用区分 

区分 午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日 

時間 時 時 

９～１２ 

時 時 

１３～１７ 

時 時 

１８～２２ 

時 時 

９～１７ 

時 時 

１３～２ 

時 時 

９～２２ 
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」とあるのは、「 

(１) ホール、会議室、講習室、楽屋及び浴室の使用区分 

区分 午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日 

時間 時 時 

９～１２ 

時 時 

１３～１７ 

時 時 

１８～２２ 

時 時 

９～１７ 

時 時 

１３～２２ 

時 時 

９～２２ 

(２) 結婚式関係諸室の使用区分 

室名

区分 

控室 結婚式場 披露宴室 

１コース 時 時 分 

９～１１ ５０ 

時 分 時 分 

９ ２０～９ ５０ 

時 分 時 分 

１０ １０～１１ 

４０ 

２コース 時 時 分 

１０～１２ ５０ 

時 分 時 分 

１０ ２０～１０ 

５０ 

時 分 時 分 

１１ １０～１２ 

４０ 

３コース 時 時 分 

１１～１３ ５０ 

時 分 時 分 

１１ ２０～１１ 

５０ 

時 分 時 分 

１２ １０～１３ 

４０ 

４コース 時 時 分 

１２～１４ ５０ 

時 分 時 分 

１２ ２０～１２ 

５０ 

時 分 時 分 

１３ １０～１４ 

４０ 

５コース 時 時 分 

１３～１５ ５０ 

時 分 時 分 

１３ ２０～１３ 

５０ 

時 分 時 分 

１４ １０～１５ 

４０ 

６コース 時 時 分 

１４～１６ ５０ 

時 分 時 分 

１４ ２０～１４ 

５０ 

時 分 時 分 

１５ １０～１６ 

４０ 

７コース 時 時 分 

１５～１７ ５０ 

時 分 時 分 

１５ ２０～１５ 

時 分 時 分 

１６ １０～１７ 
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５０ ４０ 

８コース 時 時 分 

１６～１８ ５０ 

時 分 時 分 

１６ ２０～１６ 

５０ 

時 分 時 分 

１７ １０～１８ 

４０ 

」とする。 

３ 昭和５１年１０月１日前に、同日以後の使用の許可を受ける者に係る付属設備

並びに冷房及び暖房設備の使用料については、この規則による改正後の相模原市

立市民会館条例施行規則の規定を適用する。 

附 則(昭和５１年９月３０日規則第４４号) 

(施行期日) 

１ この規則は、昭和５２年４月１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、

昭和５２年９月１日から、附則第２項の改正規定中附則第１項中「第２号」を削

る部分は、昭和５１年１０月１日から施行する。 

(相模原市立市民会館条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正) 

２ 相模原市立市民会館条例施行規則の一部を改正する規則(昭和５１年相模原市

規則第２６号)の一部を次のように改正する。 

別表第１及び別表第２を次のように改める改正規定中別表第１に係る部分を次

のように改める。 

別表第１(第２条関係) 

ホール、会議室、講習室、楽屋及び浴室の使用区分 

区分 午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日 

時間 時 時 

９～１２ 

時 時 

１３～１７ 

時 時 

１８～２２ 

時 時 

９～１７ 

時 時 

３～２２ 

時 時 

９～２２ 

附則第１項中「第２号」を削る。 

附則第２項を附則第３項とし、附則第１項の次に次の１項を加える。 

２ この規則による改正後の相模原市立市民会館条例施行規則別表第１の規定の

適用については、昭和５２年４月１日から昭和５２年８月３１日までの間に限

り、同表中「 

ホール、会議室、講習室、楽屋及び浴室の使用区分 
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区分 午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日 

時間 時 時 

９～１２ 

時 時 

１３～１７ 

時 時 

１８～２２ 

時 時 

９～１７ 

時 時 

１３～２２ 

時 時 

９～２２ 

」とあるのは、「 

(１) ホール、会議室、講習室、楽屋及び浴室の使用区分 

区分 午前 午後 夜間 昼間 昼夜 全日 

時間 時 時 

９～１２ 

時 時 

１３～１７ 

時 時 

１８～２２ 

時 時 

９～１７ 

時 時 

１３～２２ 

時 時 

９～２２ 

(２) 結婚式関係諸室の使用区分 

室名

区分 

控室 結婚式場 披露宴室 

１コース 時 時 分 

９～１１ ５０ 

時 分 時 分 

９ ２０～９ ５０ 

時 分 時 分 

１０ １０～１１ 

４０ 

２コース 時 時 分 

１０～１２ ５０ 

時 分 時 分 

１０ ２０～１０ 

５０ 

時 分 時 分 

１１ １０～１２ 

４０ 

３コース 時 時 分 

１１～１３ ５０ 

時 分 時 分 

１１ ２０～１１ 

５０ 

時 分 時 分 

１２ １０～１３ 

４０ 

４コース 時 時 分 

１２～１４ ５０ 

時 分 時 分 

１２ ２０～１２ 

５０ 

時 分 時 分 

１３ １０～１４ 

４０ 

５コース 時 時 分 

１３～１５ ５０ 

時 分 時 分 

１３ ２０～１３ 

５０ 

時 分 時 分 

１４ １０～１５ 

４０ 

６コース 時 時 分 

１４～１６ ５０ 

時 分 時 分 

１４ ２０～１４ 

時 分 時 分 

１５ １０～１６ 
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５０ ４０ 

７コース 時 時 分 

１５～１７ ５０ 

時 分 時 分 

１５ ２０～１５ 

５０ 

時 分 時 分 

１６ １０～１７ 

４０ 

８コース 時 時 分 

１６～１８ ５０ 

時 分 時 分 

１６ ２０～１６ 

５０ 

時 分 時 分 

１７ １０～１８ 

４０ 

」とする。 

附 則(昭和５３年３月２７日規則第７号) 

この規則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

附 則(昭和５５年２月２６日規則第５号) 

この規則は、昭和５５年３月２６日から施行する。 

附 則(昭和５５年９月１２日規則第５５号) 

この規則は、昭和５５年９月１４日から施行する。 

附 則(昭和５７年３月２７日規則第１２号) 

１ この規則は、昭和５７年４月１日から施行する。 

２ この規則による改正後の相模原市立市民会館条例施行規則別表第２の規定は、

昭和５７年１０月１日以後の付属設備の使用に係る使用料から適用し、同日前の

付属設備の使用に係る使用料については、なお従前の例による。 

附 則(昭和５８年４月２０日規則第２６号) 

この規則は、相模原市立市民会館条例の一部を改正する条例(昭和５８年相模原市

条例第１４号)の施行の日から施行する。 

附 則(昭和５９年３月２８日規則第８号) 

この規則は、昭和５９年４月１日から施行する。 

附 則(昭和６０年３月２５日規則第７号) 

この規則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附 則(昭和６１年３月３１日規則第１９号) 

この規則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

附 則(昭和６１年１０月１日規則第５３号) 
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この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２年２月２０日規則第６号) 

この規則は、平成２年４月１日から施行する。 

附 則(平成４年８月１５日規則第３５号) 

この規則は、平成４年１０月１日から施行する。 

附 則(平成８年１２月１９日規則第５５号) 

１ この規則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、平成９年１０月１日以後の使用に係

る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によ

る。 

附 則(平成１０年３月２６日規則第１０号) 

１ この規則は、平成１０年４月１日から施行する。 

２ 改正後の相模原市立市民会館条例施行規則(以下「新規則」という。)第１１条

第１項及び別表第３の規定は、平成１０年１０月１日以後に係る利用から適用し、

同日前の利用については、なお従前の例による。 

３ 新規則第１５条第１項の規定は、平成１１年７月１日以後に係る利用から適用

し、同日前の利用については、なお従前の例による。 

４ 新規則別表第１中ホールについての規定は平成１１年７月１日以後に係る利用

から、会議室及び講習室についての規定は平成１０年１０月１日以後に係る利用

から適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。 

５ この規則の施行の際現に改正前の相模原市立市民会館条例施行規則の規定によ

り定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正

をして使用することができる。 

附 則(平成１２年１月１４日規則第３号) 

１ この規則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第１１条、第１３条、第１５条第１項及び別表第１から別表第４まで

の規定は、平成１３年４月１日以後のホール及び会議室等に係る利用から適用し、

同日前のホール及び会議室等に係る利用については、なお従前の例による。 

３ この規則の施行の際現に改正前の相模原市立市民会館条例施行規則の規定によ
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り定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正

をして使用することができる。 

附 則(平成１２年１０月１日規則第１１２号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成１３年３月３０日規則第４７号抄) 

１ この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則(平成１３年１２月２５日規則第８６号) 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則(平成１４年３月２７日規則第１８号抄) 

１ この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の相模原市立市民会館条例施行規則、相模原市

立文化会館条例施行規則及び相模原市立杜
もり

のホールはしもと条例施行規則の規定

により定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の

修正をして使用することができる。 

附 則(平成１４年１２月２４日規則第８１号) 

１ この規則は、平成１５年１月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に改正前の相模原市立市民会館条例施行規則の規定によ

り定められた様式の用紙が残存するときは、当該用紙が残存する間、所要の修正

をして使用することができる。 

附 則(平成１５年３月１４日規則第２７号) 

この規則は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則(平成１７年６月３０日規則第５６号) 

(施行期日) 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

２ この規則による改正後の相模原市立市民会館条例施行規則(以下「新規則」とい

う。)の規定(新規則第１２条の規定を除く。)は、平成１８年４月１日以後の相模

原市立市民会館の管理について適用し、同日前の相模原市立市民会館の管理につ

いては、なお従前の例による。 
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３ 新規則第１２条の規定は、平成１８年４月１日以後に行う利用料金の減免につ

いて適用し、同日前に行う利用料金の減免については、なお従前の例による。 

附 則(平成１８年２月１日規則第５号) 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則(平成２３年４月１日規則第４０号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２５年１２月１３日規則第１０２号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成２６年９月２６日規則第８４号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

別表第１(第３条関係) 

(追加〔平成１０年規則１０号〕、一部改正〔平成１２年規則３号・１１２

号・１３年８６号・１４年８１号・１７年５６号・１８年５号〕) 

申請区分 受付期間 

市内在住者及び市内の団体 市外在住者及び市外の団体 

始期 終期 始期 終期 

ホール

利用承

認申請 

ホール 利用日の属する

月の１２月前の

月の初日 

利用日前１０日 利用日の属する

月の１１月前の

月の初日 

利用日前１０日 

舞台の

み利用 

利用日前２月 

(仕込みのため

に利用するとき

は、ホール利用

承認申請日) 

利用日前３日 利用日前２月 

(仕込みのため

に利用するとき

は、ホール利用

承認申請日) 

利用日前３日 

楽屋等附属設備

の利用承認申請 

ホール利用承認

申請日 

利用日 ホール利用承認

申請日 

利用日 

会議室及び講習

室等の利用承認

申請 

利用日の属する

月の６月前の月

の初日 

利用日 利用日の属する

月の３月前の月

の初日 

利用日 
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備考 

１ 市内の団体とは、市内に事業所を有する団体をいい、市外の団体とは、そ

れ以外のものをいう。 

２ 始期又は終期が、休館日に当たるときは、その直後の開館日を当該始期又

は終期とする。 

３ 引き続き２日以上利用しようとする場合は、その最初の日を利用日とする。 

別表第２(第３条関係) 

(追加〔平成１０年規則１０号〕、一部改正〔平成１２年規則３号・１１２

号・１７年５６号〕) 

申請区分 受付期間 

市内在住者及び市内の団体 市外在住者及び市外の団体 

始期 終期 始期 終期 

ホール

利用承

認申請 

ホール 利用日の属する

月の１２月前の

月の初日 

利用日前１０日 利用日の属する

月の１１月前の

月の初日 

利用日前１０日 

舞台の

み利用 

利用日前１月 

(仕込みのため

に利用するとき

は、ホール利用

承認申請日) 

利用日前３日 利用日前１月 

(仕込みのため

に利用するとき

は、ホール利用

承認申請日) 

利用日前３日 

楽屋等附属設備

の利用承認申請 

ホール利用承認

申請日 

利用日 ホール利用承認

申請日 

利用日 

備考 

１ 市内の団体とは、市内に事業所を有する団体をいい、市外の団体とは、そ

れ以外のものをいう。 

２ 始期又は終期が、休館日に当たるときは、その直後の開館日を当該始期又

は終期とする。 

３ 引き続き２日以上利用しようとする場合は、その最初の日を利用日とする。 

 


